
国 立 大 学 法 人 京 都 大 学 総 長 選 考 規 程 新 旧 対 照 表 

改 正 前 改 正 後 

（前 略） 

（適任者の推薦） 

第３条 総長選考会議は、総長候補者の選考に当た

り、教育研究評議会に対して、適任者１０名程度の

推薦を求める。 

 

 

 

 

（総長選考会議における第一次選考） 

第４条 総長選考会議は、第一次総長候補者を定める

ため、前条の規定に基づき推薦された者について、

第一次選考を行う。 

２ 選考の方法は、総長選考会議の定めるところによ

る。 

３ 総長選考会議は、必要と認めるときは、被推薦者

のほかに、法人の役員又は職員（特定有期雇用教職

員、有期雇用教職員及び時間雇用教職員を除く。）

以外の者（次項において「学外者」という。）を第

１項の選考の対象に加えることができる。 

４ 第一次総長候補者は、総長選考会議の定める者６

名とする。ただし、学外者は、２名以内とする。 

（学内意向投票） 

第５条 総長選考会議は、学内の意向を調査するた

め、第一次総長候補者について、投票資格を有する

者に単記による投票（以下「学内意向投票」という。）

を行わせる。 

２ 総長選考会議は、前項の投票において、得票過半

数の者がないときは、得票多数の者２名について、

決選投票を行わせる。ただし、前項の投票において、

得票同数の者があることにより決選投票を行うべ

き者が２名を超えるときは、年長者を先順位とす

る。 

３ 学内意向投票に関する事務は、総長選考会議の委

任に基づき教育研究評議会が管理する。 

（投票資格） 

第６条 学内意向投票（決選投票を含む。）の投票資

格を有する者は、投票通告の日において理事である

者又は次の各号に掲げる者（特定有期雇用教職員、

有期雇用教職員及び時間雇用教職員を除く。）とす

る。 

(1) 教授、准教授又は講師 

(2) 事務職員、技術職員又は教務職員のうち専門員

相当職以上の者として別に定めるもの 

２ 前項に規定する者が投票日までに退職したとき、

その他投票資格の基礎となる身分を有しない者と

なったときは、その資格を失う。 

（投票通告） 

第７条 総長選考会議は、教育研究評議会との協議の

うえ学内意向投票の実施の期日を定め、投票資格を

有する者に通告する。 

２ 前項の通告は、第２条第１項第１号による場合に

は総長の任期が満了する日の４５日前までに、同項

 

 （適任者の推薦） 

第３条 （同 左） 

 

 

２ 前項の規定により総長選考会議委員が適任者に

推薦されたときは、当該者は総長選考会議委員の

資格を失うものとし、直ちに補欠の委員を選任し

なければならない。 

（総長選考会議における第一次選考） 

第４条  

 

 

２  

 

３ 総長選考会議は、必要と認めるときは、被推薦者

のほかに、法人の役員又は職員（特定有期雇用教職

員、有期雇用教職員及び時間雇用教職員を除く。）

以外の者を第１項の選考の対象に加えることがで

きる。 

４ 第一次総長候補者は、総長選考会議の定める者６

名とする。 

 （意向調査） 

第５条 総長選考会議は、第一次総長候補者ついて、

学内の意向を調査（以下「意向調査」という。）す

る。 

 

２ 前項に定めるもののほか、意向調査の実施方法等

に関し必要な事項は、別に定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（同 左） 

（削除） 



改 正 前 改 正 後 

第２号又は第３号による場合にはできるだけ速や

かに行う。 

（投票の方法） 

第８条 投票は、１人１票の無記名投票とする。 

２ 投票は、投票所において行う。 

３ 投票所に、投票管理者を置く。 

４ 代理投票及び不在者投票は認めない。 

（開票） 

第９条 開票は、開票所において行う。 

２ 開票所に、開票管理者を置く。 

３ 開票の立会いは、教育研究評議会が選出する者４

名をもって行う。 

（候補者名簿等） 

第１０条 総長選考会議は、学内意向投票（決選投票

を除く。）に際して候補者の名簿及び略歴その他の

情報を投票資格を有する者に提示する。 

２ 総長選考会議は、決選投票に際して候補者の名簿

を投票資格を有する者に提示する。 

３ 第一次総長候補者の名簿は五十音順に、その他の

名簿は得票順に記載する。 

（総長選考会議委員等が候補者となった場合の措

置） 

第１１条 総長選考会議委員が候補者となったとき

は、総長選考会議委員の資格を失うものとし、直ち

に補欠の委員を選任しなければならない。 

２ 教育研究評議会評議員が候補者となったときは、

学内意向投票の事務から退かなければならない。 

（総長選考会議における第二次選考） 

第１２条 総長選考会議は、学内意向投票の投票結果

を基礎に、総長候補者を選考する。 

 

 （再投票） 

第１３条 総長選考会議が選考した候補者がやむを

得ない事情により総長選考会議の承認を得て選考

を辞退したときは、第一次総長候補者中その者を除

いた候補者について、再度、学内意向投票を行う。

 （雑則） 

第１４条 この規程に定めるもののほか、この規程の

実施に関し必要な事項は、総長選考会議が定める。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （総長選考会議における第二次選考） 

第６条 総長選考会議は、意向調査の結果を基礎に、

第一次総長候補者に関する事項を総合的に判断し

て、総長候補者を選考する。 

 （再調査） 

第７条 総長選考会議が選考した候補者がやむを得

ない事情により総長選考会議の承認を得て選考を

辞退したときは、第一次総長候補者中その者を除い

た者について、再度、第５条による意向調査を行う。

 （雑則） 

第８条 （同 左） 

 

   附 則 

 この規程は、平成２６年４月２３日から施行する。

 

 

（削除） 


